
第５回令和７年１２月８日の青森県東方沖地震に係る青森県災害対策本部会議 

議事録 

 

日時：令和７年１２月１０日（水）10：00～10：10 

場所：北棟２階 災害対策本部会議室 

 

○統括調整部副部長（危機管理局次長。以下「司会」という。） 

ただいまから第５回青森県災害対策本部会議を開催いたします。 

初めに、本日８時現在における災害対策本部の対応状況等について、統括調整部長から説

明があります。 

 

〇統括調整部長（危機管理局長） 

２枚目のスライドです。 

人的被害については、負傷者が先日 36名から 37名に変更になっています。建物被害は変

更ございません。110番通報等についても資料を御覧ください。 

避難指示及び避難所の状況についても御覧のとおりです。 

道路につきましては、引き続き国道 394号につきましては片側交互通行に変更になってお

ります。上北道七戸インターから七戸北インターの間は規制解除になっております。それか

ら田名部停車場線他、市町道３路線については引き続き通行止めとなっております。 

交通の状況につきまして、八戸線については本八戸から小中野間の高架の損傷が複数確認

されており運休となっております。また、青い森鉄道線についても運休遅延が発生しており

ます。 

昨日転院搬送がなされました、むつ総合病院につきましては、転院搬送自体は終了いたし

ました。ただ大湊地区の診療所には患者さんがまだいらっしゃいますので、災害派遣につい

ては引き続き継続中ということになります。 

次に公共施設の被災状況について、県有施設については、むつ合同庁舎について若干のひ

び割れがあり、学校についても昨日と同様の被害になっております。漁港、港湾につきまし

ても確認中となっております。 

休校措置についても御覧のようになっております。 

 

〇司会 

続きまして各部長から補足の御説明をいただきたいと思います。 

まず財務部長お願いいたします。 

 

〇財務部長 

今回災害救助法の適用を踏まえまして、特別災害により県税の減免に関する特別措置を発

出しております。 

また、市町村税についても減免又は徴収猶予について、適切に措置を講ずることをお願い

してございます。 

 



〇司会 

続きまして経済産業部長お願いいたします。 

 

〇経済産業部長 

昨日付けで、中小企業に対する金融対策を新たに打ち出しまして、青森県特別保証融資制

度経営安定化サポート資金、セーフティーネット系の資金に、新たに今回の地震によって被

害を受けた中小企業者の資金ニーズを災害枠として指定いたしました。融資限度額 3000万

円別枠で御利用いただける制度です。通常、お取引いただいてる金融機関に御相談いただく

ことで利用が可能です。 

 

〇司会 

続きまして健康医療福祉部長お願いいたします。 

 

〇健康医療福祉部長 

昨日行いました、むつ総合病院の患者さんの搬送の数でございますけども、病院車両で４

名追加搬送されたということで、合計 36名となってございます。 

 

〇司会 

それでは、本部長から指示事項がございます。 

 

〇本部長（知事） 

まず、地震から丸１日経過しまして、道路、建物、鉄道施設をはじめとするインフラの一

部損壊等、徐々に被害の状況が概ね明らかになってきているところで、そういう意味で安全

も確保されましたので、被害の大きかった八戸市内、それからむつ総合病院をこれから視察

することといたします。なお、東北町の道路陥没あるいはその各地のインフラについては、

現在も作業中でありますので視察は控えますが、各部においては復旧の状況等について報告

をお願いいたします。 

大分緊急対応が落ち着きました。これまで各職員の緊急対応に感謝申し上げます。また、

自衛隊、警察、消防をはじめとする関係各機関の迅速な対応、取組にも、この場を借りて厚

く御礼を申し上げたいと思います。 

今後は、人的被害の最小化を図るという局面から、早期復旧に向けた取組にシフトしてい

ただきたいと思います。各部局においては次の３点を指示いたします。 

まず１つ目は、被災者及び事業者の支援、それから、公共施設等の早期復旧に向けた被害

状況をしっかりと精査をしていただきたい。先ほど経済産業部長からもそのお話がありまし

た。 

２つ目として、後発地震に引き続き警戒が必要な状況だと思います。この備えを万全にし

ていただきたいと思いますし、少なくとも 16日までは本部の体制を維持し、24時間即応で

きるようにしていただきたいと思います。 

３つ目として、本日、市町村長会議を開催いたします。市町村長に対し、改めて後発地震

注意情報の取扱いについて意見交換をしますので、準備、それから対応よろしくお願い申し



上げます。以上、指示事項といたします。 

なお、今後の本部会議については、これまで順次行ってきましたが、状況を踏まえ必要に

応じた開催ということになりますので、その点も御承知おきください。 

 

〇司会 

以上をもちまして第５回青森県災害対策本部会議を終了とさせていただきます。 

 


